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新手の点検商法にご注意！の巻
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い
、

お
願
い
し
ま
す

◆高額な契約をするときは、複数の業者

から見積りを取り、比較検討しましょう。

◎ドローンを使ったり、保険の範囲内で修理が

できるかのように勧誘したりするなど、次々と

新しい手口が出てきますが、その場では返事を

せず、周りの人に相談するよう伝えましょう。

◎点検商法とは屋根や床下、水道水を無料で

点検するなどと言って来訪し、点検後に不安を

あおって高額な商品を売りつける手口です。

◆訪問販売で契約した場合は、

契約書面を受け取ってから８日以内は

クーリング・オフができます。
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